
i予 備調査(収穫前)| 本調査(収穫後)

収穫後の段階で放射性物質濃度を測定し、出荷制限の要
否を判断するために実施。
替定規制値を超える場合、旧市野村単位 (文は市壁樹)

で出荷制限と
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立毛段階で放射性物貿濃度の傾
向を把握するために実施。
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【出荷制限の実効性確保】
① 食糧法省令の改正により、出荷制限の対象となつた旧市町村(又は市町村)で生産された米について、出荷・販売を禁止し、廃棄処分を義務
付け。

② 上記鹿棄処分が確実に行われるよう、損害賠償の請求とリンクさせるなどにより、国・都県8市町村田関係団体が一体となつた取組みを推進。

米の放射性物質調査の仕組み

一定水準(※)超過

その他の調査区域

ア 予 備調査で一定水準
以下であつた市町村

(1日市町村毎に1点)

イ 予 備調査を実施して
いない市野村のうち都
県が選定するもの

500 Bq/kg以 下

一定水準(※)以下


